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令和５年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第１回定例会議事録 

 

１．令和５年３月２４日（金） 午前１１時００分 

 

１．館山市コミュニティセンター １階 第１集会室 

 

１．出席議員 ８名 

１番 石 井 敬 之     ２番 石 井 信 重 

３番 佐々木 久 之     ４番 庄 司 朋 代 

５番 川 上   清     ６番 鈴 木 直 一 

７番 鈴 木 辰 也     ８番 竹 田 和 明 

 

１. 欠席議員 なし 

 

１. 出席説明員 

理 事 長  森  正 一  副 理 事 長  長 谷 川 孝 夫 

理 事  石 井  裕  理 事  白 石 治 和 

代 表 監 査 委 員  石 井  洋  会 計 管 理 者  杉 田 和 義 

消 防 長  根 本  弘  消 防 本 部 次 長  笹 子 幸 男 

消防本部総務課長  須 藤 和 英  消防本部警防課長  川 名 和 弘 

消防本部予防課長  近 藤  晃  消防本部総務課長補佐  上 野 章 吉 

事 務 局 長  御 子 神 亨  
事務局参事兼水道事業 

統合推進室長事務取扱  小 高 恒 夫 
事 務 局 水 道 事 業 

統 合 推 進 室 主 幹 
 扇 谷 祐 介  事務局庶務係長  森  正 治 

事 務 局 副 主 幹 兼 

企 画 事 業 係 長 
 吉 田 和 弘     

 

１．出席事務局職員 

議 会 書 記 長  宇 山 英 裕  書      記 野 澤 凱 莞 

 

１．議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案第１号 安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定について 

日程第４ 議案第２号 安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報

保護審査会条例の制定について 
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日程第５ 議案第３号 安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保

護に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

日程第７ 議案第５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第８ 議案第６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第９ 議案第７号 安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の

給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第１０ 議案第８号 令和４年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会

計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第９号 令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会

計予算 

 

閉会  午前１１時５８分 

 

 

開会宣言 

議長（佐々木久之君） 

本日は、議員の皆様方には、ご多用のところご出席を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。本日、議員全員の出席をいただいております。 

よって、令和５年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第１回定例会は、成

立いたしました。これより開会いたします。直ちに会議を開きます。 

 

日程の決定 

議長（佐々木久之君） 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりといたします。 

 

議案の配布 

議長（佐々木久之君） 

議案の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

配布漏れなしと認めます。 
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出席説明員の報告 

議長（佐々木久之君） 

本定例会の議案審査のため、地方自治法第１２１条の規定による出席要求

に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承願います。 

    

   諸般の報告 

議長（佐々木久之君） 

この際、諸般の報告を行います。監査委員から、令和４年度一般会計の１

１月から２月分に関する出納検査結果の報告がされております。お手元に配

付の書類により、ご了承願います。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（佐々木久之君） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。１番議員、石井敬之さん。 

石井敬之君 

はい。 

議長（佐々木久之君） 

６番議員、鈴木直一さん。 

鈴木直一君 

はい。 

議長（佐々木久之君） 

以上２名にお願いいたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

議長（佐々木久之君） 

日程第２「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。本定例

会の会期は、本日１日と決定いたしたいと存じますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

提案理由の説明 

議長（佐々木久之君） 

この際、本定例会の招集につき、提案理由の説明を求めます。理事長。 

理事長（森正一君） 

  理事長。 



 4 

本日ここに、令和５年組合議会第１回定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様におかれましては、極めてご多用の折りにもかかわらず、ご出席

賜り、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会におきましてご審議をお願いいたします案件は、条例議案

７件と補正予算及び当初予算の計９件でございます。その概要につきまして、

ご説明申し上げます。 

  議会議案第１号「安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する

法律施行条例の制定について」ですが、個人情報の保護に関する法律が改正

されたことに伴い， 当該法律により委任されている事項や条令で定めるこ

とが許容されている事項を定めようとするものです。 

次に、議会議案第２号「安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情

報保護審査会条例の制定について」でありますが、個人情報の保護に関する

法律が改正されたことに伴い、安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個

人情報保護審査会に関する規定を条例で定めようとするものです。 

次に、議会議案第３号「安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について」でありますが、個人情報保護法の改正に

より、令和５年４月から、地方議会は改正法の対象から外れることとなりま

したが、引き続き、議会が保有する個人情報の適正な取扱い、個人の権利利

益を保護することを目的として、「安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個

人情報の保護に関する条例」を新たに制定しようとするものです。 

次に、議会議案第４号「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について」ですが、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）の施行により、職員の定年年齢を６０歳から６５歳までに段

階的に引き上げるほか、所要の改正を行おうとするものです。 

次に、議会議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について」ですが、地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行により、管理監督職勤務上

限年齢による降任及び転任を行うに当たって遵守すべき基準を定めるほか、

定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等、所要の改正を行おうとするもの

です。 

次に、議会議案第６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の制定について」でありますが、５５歳を超える職員の

昇給についての経過措置を廃止しようとするものです。 

次に、議会議案第７号「安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ですが、県の

人事委員会勧告に準じ、会計年度任用職員の給料表を改正しようとするもの
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です。 

次に、議会議案第８号「令和４年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会

計補正予算（第２号）」でありますが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出

それぞれ８８０万１千円を減額し、総額を３３億３，５２６万２千円にしよ

うとするものです。歳出の減額の主なものは、統合分署建設事業や消防車両

等購入事業の事業費確定に伴う減額です。 

次に、議会議案第９号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会

計予算」ですが、令和５年度予算案の総額は３６億１，０４３万４千円で、

前年度当初予算比較では３億１，１４９万１千円の増、率にして９．４パー

セントの増額となりました。増額の主な要因は、消防施設等整備として、西

岬・神戸統合分署建設工事及び安房郡市消防本部・館山消防署進入路工事の

実施、館山消防署高規格救急車及び和田分署災害対応特殊水槽付ポンプ自動

者を更新するためです。 

令和５年度の主な事業ですが、職員の共同研修及び採用試験事業で５５２

万円、救急医療対策事業で１億１６万１千円、火葬場運営事業で１億２，８

３１万１千円、水道事業統合推進事業で６，４５７万１千円などとなってい

ます。 

また、消防事業につきましては、西岬・神戸統合分署建設事業で３億４，

９５１万１千円、安房郡市消防本部・館山消防署進入路工事で７，８９１万

円、犬掛分遣所非常用電源設備設置事業で２，２５８万３千円、消防車両の

更新で 1億３０１万４千円などとなっています。 

以上、簡単ではございますが、私の挨拶並びに提案理由の説明といたしま

す。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

日程第３ 議案第１号 安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護

に関する法律施行条例の制定について 

日程第４ 議案第２号 安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人

情報保護審査会条例の制定について 

議長（佐々木久之君） 

日程第３、議案第１号「安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に

関する法律施行条例の制定について」、日程第４、議案第２号「安房郡市広

域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について」は

関連がありますので、一括して議題といたします。 

内容の説明を求めます。 
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事務局長（御子神亨君） 

はい、議長、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

議案第１号「安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律

施行条例の制定について」及び議案第２号「安房郡市広域市町村圏事務組合

情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について」を、一括してご説明い

たします。 

資料は、白色の表紙１番「第１回定例会議案」の１ページから１０ページ、

黄色の表紙２番「第１回定例会議案説明資料」の１ページから３ページとな

ります。 

令和３年に改正されました「個人情報の保護に関する法律」により、これ

まで地方公共団体ごとで統一されていなかった個人情報保護制度について、

全国的な共通ルールが規定されました。すでに構成市町の議会でもご審議さ

れたかと思いますが、内容については同様のものとなります。 

まず、議案第１号についてですが、改正後の「個人情報の保護に関する法

律」において、条令に定めることを委任されている事項や許容されている事

項を定めようとするものでございます。開示となる保有個人情報は、安房郡

市広域市町村圏事務組合情報公開条例の規定により開示することとしている

ものであること、開示請求に係る手数料は、写しの交付などに要する実費の

みとすることとなっております。 

この条例の施行により、平成２９年に制定されました安房郡市広域市町村

圏事務組合個人情報保護条例は廃止となりますが、業務上知り得た個人情報

の守秘義務や、不当利用の禁止は引き続き適用されることとなります。 

次に、議案第２号についてですが、開示決定等及び開示請求等に係る不作

為に対する審査請求について諮問する機関である「情報公開・個人情報保護

審査会」について定めようとするもので、審査会の委員は、識見を有する者

５人以内で組織し、その任期は２年となります。また、調査審議の手続は非

公開となります。この条例の施行により、平成２９年に制定された安房郡市

広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例は廃止となります。 

説明は以上でございます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。なお、会議規則第４６条により、発言は１件に

つき１人２回までとなっておりますので、ご承知おきください。ご質疑のあ
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る方は、ご発言願います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。まず、議案第１号「安房郡市広域市町村圏事務

組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」を原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号「安房郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保

護審査会条例の制定について」を原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

日程第５ 議案第３号 安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個人情報

の保護に関する条例の制定について 

議長（佐々木久之君） 

日程第５、議案第３号「安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について」を議題といたします。内容の説明を求め

ます。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

それでは、議案第３号「安房郡市広域市町村圏事務組合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について」をご説明いたします。資料は、白色の表

紙、四角の１番「第１回定例会議案」の１１ページから３６ページ、黄色の

表紙、四角の２番「第１回定例会議案説明資料」の４ページから５ページと

なります。 

先ほどの議案説明でも申し上げましたが、令和３年に「個人情報の保護に

関する法律」が改正されました。この改正により、議会は、法律の対象から
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除かれることとなりましたので、組合議会の保有する個人情報を適切に取り

扱うために、新たに個人情報を保護するための条例を定めようとするもので

ございます。 

条例の構成につきましては、全国市議会議長会から示された全国統一の案

を基に作成したもので、全国の地方議会とほぼ同じ構成の条文となっており

ます。条文は、全５７条で構成されております。 

  第１章は総則として、条例の目的、用語の定義をなどについて規定してお

ります。第２章は、個人情報等の取扱いの規定でございます。第３章は、個

人情報ファイル簿の作成及び公表についての規定でございます。第４章は、

開示、訂正及び利用停止についての規定でございます。第５章では、雑則と

して、適用除外や苦情処理などについて規定しております。 

説明は以上でございます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。ご質疑のある方は、ご発言願います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第３号「安房郡市広域市町村圏事務組合議

会の個人情報の保護に関する条例の制定について」を原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

 

日程第６ 議案第４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

日程第７ 議案第５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

議長（佐々木久之君） 

日程第６、議案第４号「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について」、日程第７、議案第５号「地方公務員法の一部を改正す
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る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」は関連

がありますので、一括して議題といたします。 

内容の説明を求めます。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

それでは、議案第４号「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について」及び議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を、一括してご説

明いたします。資料は、白色の表紙１番「第１回定例会議案」の３７ページ

から６０ページ、黄色の表紙２番「第１回定例会議案説明資料」の６ページ

から４０ページとなります。議案説明資料の６ページから７ページには、両

議案の改正の概要をまとめてございます。 

令和３年に国家公務員の定年の引上げを目的として、国家公務員法の改正

が行われ、地方公務員についてもこれと整合を図るため、地方公務員法の一

部を改正する法律が可決成立したところですが、地方公務員法では、各自治

体が条例によって定年等を定めることとされていることから、本組合におい

ても定年の引上げ及びこれに伴う条例制度を整備しようとするものでござい

ます。 

まず、議案第４号の主な改正内容は、職員の定年について令和５年度から

令和１３年度までの間に、２年ごとに１歳ずつ６５歳まで段階的に引き上げ

ること、行政職給料表６級以上で６０歳に達している者を翌年度４月１日ま

でに降任させること、６０歳以後定年退職日までの短時間勤務の再任用制度

を導入すること、６０歳に達する前年度に任用及び給与に関する措置や勤務

の意思を確認する制度を導入することなどについて定めようとするものです。 

次に、議案第５号についてですが、地方公務員法の一部を改正する法律の

施行に伴い、職員の再任用に関する条例を廃止するほか、職員の給与に関す

る条例について、当分の間、６０歳を超える職員の給料月額を６０歳前の７

割水準とすること、その他、安房郡市広域市町村圏事務組合人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例、職員の分限に関する手続き及び効果に関する

条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例、職員の育児休業等に関する条例についての条文の整理

など、所要の改正を行おうとするものでございます。 

説明は以上です。 
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議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。ご質疑のある方は、ご発言願います。 

質疑ございませんか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。まず、議案第４号「職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について」を原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

日程第８ 議案第６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定について 

議長（佐々木久之君） 

日程第８、議案第６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

内容の説明を求めます。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

 はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

それでは、議案第６号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。資料は、白色の
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表紙１番「第１回定例会議案」の６１ページ、黄色の表紙２番「第１回定例

会議案説明資料」の４１ページとなります。 

今回の改正は、これまでは経過措置としておりました５５歳を超える職員

の昇給について、令和３年の県の人事委員会の勧告に準じ、定年引上げの実

施時期を踏まえ、附則の特例を廃止しようとするものでございます。 

説明は以上でございます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。ご質疑のある方は、発言願います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第６号「職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

日程第９ 議案第７号 安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職

員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議長（佐々木久之君） 

日程第９、議案第７号「安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といた

します。 

  内容の説明を求めます。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 
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それでは、議案第７号「安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、ご説明いた

します。資料は、白色の表紙１番「第１回定例会議案」の６２ページから６

７ページ、黄色の表紙２番「第１回定例会議案説明資料」の４２ページから

４６ページとなります。 

今回の改正は、県の人事委員会の勧告に基づき、会計年度任用職員の行政

職給料表の改正を行おうとするものでございます。 

説明は以上です。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑のある方は、ご発言願います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第７号「安房郡市広域市町村圏事務組合会

計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

日程第１０ 議案第８号 令和４年度安房郡市広域市町村圏事務組合一

般会計補正予算（第２号） 

議長（佐々木久之君） 

  日程第１０、議案第８号「令和４年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般

会計補正予算（第２号）」を議題といたします。内容の説明を求めます。 

事務局長（御子神亨君） 

はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

それでは、議案第８号「令和４年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会
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計補正予算（第２号）」について、ご説明いたします。資料は、白色の表紙

１番「第１回定例会議案」の６８ページをご覧ください。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出それぞ

れ８８０万１千円を減額し、総額を３３億３，５２６万２千円としようとす

るものでございます。また、併せて、地方債の変更を行おうとするものでご

ざいます。 

補正の内容につきましては、白色の表紙１番「議案」の７４ページから７

５ページ、黄色の表紙の資料２番「第１回定例会議案説明資料」の４７ペー

ジから４８ページをご覧ください。 

歳出予算の補正でございますが、今回の補正につきましては減額というこ

とで、ほぼ入札等に伴う事業費の確定でございますが、２款「総務費」では、

市町等職員共同研修事業について今年度の研修課程が終了したことに伴う減

額、４款「衛生費」では、火葬場運営事業について安房聖苑火葬場施設等定

期修繕の契約額確定に伴う減額、水道事業統合推進事業について水道事業統

合支援業務委託の契約額確定に伴う減額、５款「消防費」では、消防施設等

整備事業について西岬・神戸統合分署建設事業の契約額確定に伴う減額、消

防設備等整備事業について富浦分遣所配備の水槽付消防ポンプ自動車及び館

山消防署配備の指揮車の契約額確定に伴う減額、第６款「公債費」では令和

３年度借入地方債の利率確定に伴う減額でございます。 

これらの歳出予算の補正に係る歳入予算ですが、市町負担金及び地方債を

減額してございます。黄色の表紙２番「議案説明資料」の４７ページには市

町負担金額の補正金額一覧、また、４８ページには地方債補正説明資料を掲

載してございます。 

説明は以上でございます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑のある方は、ご発言願います。 

質疑ございませんか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第８号「令和４年度安房郡市広域市町村圏

事務組合一般会計補正予算（第２号）」を原案のとおり可決することにご異
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議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 日程第１１ 議案第９号 令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一

般会計予算 

議長（佐々木久之君） 

日程第１１、議案第９号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般

会計予算」を議題といたします。内容の説明を求めます。 

事務局長（御子神亨君） 

はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

それでは、議案第９号「令和５年度安房郡市広域市町村圏事務組合一般会

計予算」について、ご説明いたします。資料は、議案別冊の「令和５年度安

房郡市広域市町村圏事務組合一般会計予算書」と、黄色い表紙の２番「議案

説明資料」の４９ページから５５ページとなります。 

はじめに、予算書の１ページをご覧ください。令和５年度一般会計当初予

算額は総額３６億１，０４３万４千円、令和４年度当初予算との比較では、

３億１，１４９万１千円、９．４パーセントの増額でございます。 

次に、歳出予算の概要ですが、予算書によりご説明させていただきますが、

併せて「議案説明資料」もご覧いただければと思います。 

それでは、予算書の１０ページをご覧ください。「議案説明資料」の方は

５０ページからになります。 

第１款「議会費」でございますが、４７万４千円と前年度とほぼ同額でご

ざいます。 

  次に、第２款「総務費」でございますが、第１項「総務管理費」及び第２

項「監査委員費」の合計は８，７３４万７千円でございます。失礼しました。

前年度予算額と比較いたしまして、７５９万８千円、８パーセントの減額で

ございます。 

減額の主な要因といたしましては、制度改正に対応するため実施いたしま

した、定年延長制度導入支援業務委託料及び人事給与システム改修業務委託

料の完了に伴う減、実績に基づく職員人件費の減などでございます。 

主要事業となります市町等職員共同研修事業につきましては、前年度と同
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様、新型コロナウイルス感染症対策のため、受講希望者が多い研修を２回に

分けて実施できるように予算計上しております。市町等職員採用試験事業に

つきましては、例年と同様の内容でございます。 

次に、１３ページをご覧ください。第４款「衛生費」でございますが、第

１項「保健衛生費」第１目「保健衛生総務費」の歳出総額は１億１６万１千

円で、前年度予算額とほぼ同額でございます。主要事業となります、病院群

輪番制病院運営事業、在宅当番医制事業、夜間急病診療事業及び安房地域医

療センター救急センター建設事業等補助事業でございますが、例年と同様の

内容でございます。 

次に、第２目「火葬場費」の歳出合計は１億２，８３１万１千円で、前年

度予算と比較して１，２８６万７千円、１１．１パーセントの増額でござい

ます。火葬場運営事業につきましては、施設の運営・維持管理について例年

計上している経費を計上しております。増額の主な要因といたしましては、

耐用年数が経過した安房聖苑熱交換器の修繕に係る費用を計上したこと及び

燃料費の高騰などによる指定管理業務委託料の増などによるものでございま

す。 

次に、第２項「清掃費」第１目「粗大ごみ処理費」の歳出合計は１４万３

千円で、前年度当初予算と比較して４，８７５万８千円の減でございます。

粗大ごみ処理施設につきましては、本年度をもって稼動を終了いたしますが、

解体までの間、施設を管理する費用を計上しております。 

次に、１４ページをご覧ください。第３項「水道費」第１目「水道事業統

合推進費」の歳出合計は６，４５７万１千円で、前年度当初予算と比較して

１９５万９千円、２．９パーセントの減額でございます。減額の主な要因と

いたしましては、実績に基づく職員人件費の減などでございます。 

水道事業統合推進事業につきましては、水道事業体の統合に向けた統合基

本計画の策定、事業認可に係る申請書類の作成、新たな水道事業体を設置す

るに当たり必要な例規整備を行うこととしております。 

次に、１５ページをご覧ください。第５款「消防費」でございますが、第

１項「消防費」第１目「常備消防費」の歳出合計は２３億９１６万８千円で、

前年度当初予算と比較し、５，０９２万４千円、２．３パーセントの増額で

ございます。増額の主な要因といたしましては、実績に基づく職員人件費の

増、車載端末地図データ更新に係る経費の増及び共同指令センター運用経費

負担金の増などによるものでございます。 

主要事業といたしましては、ちば消防共同指令センターの運用経費負担金

及び千葉県消防救急無線設備維持管理費負担金を計上しております。なお、

ちば消防共同指令センターの運営経費負担金につきましては、令和６年度以
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降に予定されているシステムの全体更新を円滑に行うための調査・検証等に

係る費用が含まれております。 

次に、１９ページをご覧ください。第２目「消防施設費」の歳出合計は５

億５，６１１万３千円で、前年度と比較し４億２５６万３千円、２６２．２

パーセントの増額でございます。増額の主な要因といたしましては、西岬分

署と神戸分遣所を統合した新たな分署の庁舎建設工事費等を計上したことな

どによるものでございますが、消防施設費につきましては「議会説明資料」、

黄色の資料になりますが「議会説明資料」の５５ページをご覧ください。 

令和５年度の消防施設等整備事業では、西岬・神戸統合分署建設事業、安

房郡市消防本部・館山消防署進入路工事、犬掛分遣所自家発電設備設置事業

を予定しております。 

西岬・神戸統合分署建設事業につきましては、令和５年度中の完成を目指

して、庁舎の建設工事などを実施する予定で、事業費は合計で３億４，９５

１万１千円、財源といたしましては、２億６，２１０万円の地方債を充てる

こととしております。 

次の安房郡市消防本部・館山消防署進入路工事については、緊急車両が迅

速かつ安全に出動できる体制を確保するため、用地購入及び進入路の工事な

どを実施する予定で、事業費は合計で７，８９１万円、財源として５，９０

０万円の地方債を充てることとしております。 

次の犬掛分遣所に非常用電源設備の設置につきましては、当該分遣所が災

害時において拠点機能を適切に発揮できるよう、現在の小型発電機に代えて、

出力１０キロボルトアンペアの防災型自家発電装置を設置するものでござい

ます。事業費は２，２５８万３千円で、財源として２，２５０万円の地方債

を充てることとしております。 

次に、消防設備等整備事業でございますが、和田分署配備の水槽付消防ポ

ンプ自動車と、館山消防署配備の高規格救急自動車を更新する予定でござい

ます。事業費は合計で１憶３０１万４千円、財源として１，３８３万５千円

を国庫支出金、６，７４０万円を地方債で賄うこととしております。 

恐れ入りますが、予算書の１９ページへ戻っていただきたいと思います。

一番下の行をご覧ください。 

以上によりまして、消防費の歳出合計は２８億６，５２８万１千円で、前

年度当初予算と比較いたしまして、４億５，３４８万７千円、１８．８パー

セントの増額となりました。 

次に、予算書の２０ページをご覧ください。第６款「公債費」でございま

すが、令和５年度は元利合計で３億５，４１４万６千円となり、前年度より

９，４５８万９千円、２１．１パーセントの減額でございます。減額の主な
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要因でございますが、平成２４年度の安房聖苑火葬場建設事業に係る地方債

の償還が終了したことなどによるものでございます。 

次の第７款「予備費」につきましては、粗大ごみ処理施設が今年度をもっ

て稼動を終了することを踏まえ、前年度比２００万円減の１千万円といたし

ました。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。予算書の８ページ及び９ページ

をご覧ください。 

はじめに、第１款「分担金及び負担金」でございますが、市町負担金は総

額３０憶７，５６２万円で、前年度との比較では４，８０８万９千円、１．

６パーセントの増額でございます。増額の主な要因でございますが、西岬・

神戸統合分署の庁舎建設工事に係る事業費の増額や、前年度繰越金などの市

町負担金以外の財源の減少によるものでございます。 

市町負担金の各市町毎の内訳につきましては、予算書の３１ページに記載

してございますので、ご確認いただきたいと思います。 

次に、第２款「使用料及び手数料」でございますが、使用料では火葬場使

用料等で３，３６５万３千円、手数料では危険物関係手数料で７０万１千円

を見込んでおります。内訳につきましては、それぞれ右側の説明欄に記載の

とおりでございます。 

次に、第３款「国庫支出金」でございますが、水槽付消防ポンプ自動車更

新の財源として緊急消防援助隊施設整備費国庫補助金を１，３８３万５千円

見込んでおります。 

９ページをご覧ください。第４款「県支出金」でございますが、水道統合

事業に係る統合基本計画策定の財源として、末端水道事業体の統合・広域連

携に係る調査検討事業補助金、これについて１７５万円を見込んでおります。 

次に、第５款「繰越金」でございますが、前年度繰越金は７，３１４万３

千円を見込んでおります。 

次に、第６款「諸収入」でございますが、グループ保険取扱手数料など７

３万２千円を見込んでおります。前年度との比較では１，２４４万３千円、

９４．４パーセントの減額でございます。これは、粗大ごみ処理施設が今年

度をもって稼動を終了いたしますので、有価物の売上代がなくなることによ

るものでございます。 

次に、第７款「組合債」でございますが、総額４憶１，１００万円を見込

んおります。西岬・神戸統合分署建設事業や水槽付消防ポンプ自動車購入事

業などに充てるものですが、対象事業及び地方債の種類等の詳細につきまし

ては、議案説明資料の５１ページに記載してございます。 

歳入につきましては、以上でございます。 
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それから、予算書の２１ページから２７ページまでは、給与費明細書でご

ざいますが、記載のとおりでございます。 

次の２８ページから２９ページは、債務負担行為に係る調書でございます

が、２８ページの上の表をご覧ください。新たに設定いたします債務負担行

為は例規内容整備等業務委託料の１件でございます。令和５年度から複数年

契約を行うことで、円滑な事務事業の実施を図ろうとするものでございます。

これは、安房地域の水道事業統合に向けた例規の作成等を委託するもので、

期間は令和５年度からの２年間、限度額は６３８万円としております。 

また、次の３０ページには地方債に係る調書、３１ページは市町負担金算

出資料となっております。それぞれ記載のとおりでございます。 

以上、雑駁ではございますが、説明は以上でございます。 

議長（佐々木久之君） 

以上で、内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑のある方は、ご発言願います。 

質疑ございませんか。 

４番、庄司議員。 

庄司朋代君 

  まず予算書で言いますと１３ページ、火葬場費についてお伺いをいたしま

す。修繕料として説明がありましたのが、安房聖苑の熱交換器の修繕という

ことでした。建物としては長狭地区の方がずっと古いわけなんですが、長狭

地区の分はないのか、すべてこれは安房聖苑分なのかというところと、併せ

てですね、同じページの使用料及び賃借料のところの著作権等使用料、この

著作権等というのは今までなかったように思いますので、これについて説明

願います。 

事務局長（御子神亨君） 

はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、お答えします。長狭火葬場の、まず修繕の工事ですが、定期修繕の

方に入っております。安房聖苑のこの機械器具についてはですね、大体７年

ぐらいが耐用年数ということでですね、排気の関係の機械になりますので、

もう１０年経ったところでございまして、３系統ございますので、来年度か

ら３年間でですね、交換させていただこうかということで、予算計上させて

いただいております。 

  あと著作権については、すみません、失念しておりました。県のですね、
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方で今まで建築とかですね、そういった資材単価表というのがございまして、

それを広域の方で払うって言うんですかね、使うためにですね、著作料を払

うということになりましたので、その経費でございます。工事をやるのにで

すね、単価表というのがありまして、それを使うための著作権があるそうな

ので、それを使うための使用料ということです。よろしいでしょうか。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、４番議員、庄司議員。 

庄司朋代君 

  今の単価表についてお伺いしますが、それは県の著作物なのか、それで誰

に払うんですかというところなんですけど、その単価表なるものがですね、

ごめんなさい、ちょっと知識がないんですけれども、公共的なものではない

のかと、それの著作権があるというところがよくわからないので教えていた

だきたいのと、熱交換器の方はわかりました。 

  ２回しか発言できないのでごめんなさい、もうひとつだけ言わせてくださ

い。もう１点が消防費の方になってしまうんですが、研修の中で新たにハラ

スメント防止等職員研修委託料というのが入っております。こういうことを

やっていただいて非常にありがたいなと思うのですが、どういうところに研

修を委託される予定なのか、また対象職員をどのように考えているかをお伺

いいたします。以上です。 

事務局長（御子神亨君） 

はい、事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

  すみません。まず単価表の方ですが、すみませんわかりづらくて。まず単

価表を作成しているのが「一般財団法人経済調査会」というのがございまし

て、その団体の方にお金を払うということになっております。システム上、

そういう形になっておりまして、今申し上げたところに払うということにな

ります。 

以上でございます。 

消防長（根本弘君） 

  はい、消防長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、消防長。 

消防長（根本弘君） 

  ただ今、庄司議員の方からの質問の中に、ハラスメントの研修ということ
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で、対象職員にあっては全職員になります。また、講師にあっては各市町村

が研修を行っている派遣先の講師を呼んで、講習を行う予定となっておりま

す。 

以上です。 

庄司朋代君 

よくわからないんですけど、すみません。 

議長（佐々木久之君） 

  すみません。もう一度ちょっと詳細と言うか、お願いしたいと思います。 

消防長（根本弘君） 

  はい、消防長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、消防長。 

消防長（根本弘君） 

  詳細といいますと。 

庄司朋代君 

  すみません、３回目です、ごめんなさい。 

議長（佐々木久之君） 

４番、庄司議員。 

庄司朋代君 

言葉の意味が分からなかったので。「市町村が派遣をしている」というあ

たりがちょっと。要はその対象している、例えば組織、団体なりがあるのか

ということですが。 

消防長（根本弘君） 

  広域で職員研修を何種類か行っているんですけども、その講習を行ってい

る派遣先の講師を呼んで、講習を行います。よろしいでしょうか。 

庄司朋代君 

  はい、分かりました。 

議長（佐々木久之君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

はい、８番、竹田議員。 

竹田和明君 

  予算書の２３ページなんですけれども、（３）にですね、表があって、平

均年齢が出てるんですが、この平均年齢、令和４年と５年で比較するとです

ね、かなり平均年齢が下がっているように見えるんですけど、５２歳１ヶ月

から４３歳１０ヶ月ということで、職員の数がそこそこいるなかで、これだ

け平均年齢が変わった要因っていうのが何なのかというのが質問です。 
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事務局長（御子神亨君） 

事務局長。 

議長（佐々木久之君） 

  はい、事務局長。 

事務局長（御子神亨君） 

  はい、お答えします。事務局の職員、各市町から派遣、頂戴しているとこ

ろなんですが、今年度ですね、交換した職員がですね、前にいた職員の方が

かなり年齢が高いと言いますか、号給で言いますとかなり高い方の職員がお

りまして、係長級以上だったと思いますが、代わりに来た職員がですね、主

事クラスになりますので５０代過ぎた職員が２０代、３０代に代わったとい

うそういった要因がございます。以上でございます。 

竹田和明君 

  わかりました。 

議長（佐々木久之君） 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第９号「令和５年度安房郡市広域市町村圏

事務組合一般会計予算」を原案のとおり可決することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

閉会宣言 

議長（佐々木久之君） 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。よって、令和

５年安房郡市広域市町村圏事務組合議会第１回定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

 

 

午前１１時５８分 閉会 


